
身
分
犯
と
共
犯
従
属
性
（
一
）

一二三五四
問
題
の
提
起

わ
が
国
の
議
論
状
況

ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
と
共
犯
従
属
性

　
一
　
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
の
問
題
性

　
二
　
特
別
な
↓
身
的
要
素
の
本
質

身
分
犯
に
お
け
る
共
犯
従
属
性

む
　
す
　
び

（
以
上
本
号
）
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説払百冊

問
題
の
提
起

　
身
分
犯
に
お
け
る
身
分
者
の
行
為
に
非
身
分
者
が
加
功
し
た
場
合
を
い
か
に
取
り
扱
う
か
。
こ
の
「
共
犯
と
身
分
」
の
問
題
を
解
決

す
る
た
め
、
現
行
刑
法
六
五
条
は
、
そ
の
一
項
に
お
い
て
、
「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
は
、
身

分
の
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
と
す
る
」
と
し
、
二
項
で
、
「
身
分
に
よ
っ
て
特
に
刑
の
軽
重
が
あ
る
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
に
は

通
常
の
刑
を
科
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
に
関
し
て
は
解
釈
論
上
争
い
が
多
い
が
、
中
で
も
、
一
項
と
二
項
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
に
つ

い
て
は
学
説
の
対
立
が
顕
著
で
あ
る
。
法
文
に
よ
る
と
、
同
じ
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
一
項
の
身
分
は
非
身
分
者
に
も
連
帯
的
に
作
用

し
、
逆
に
二
項
の
身
分
は
非
身
分
者
に
及
ば
ず
個
別
的
に
作
用
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
一
項
と
二
項
と
の
間
に
矛
盾
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
が
問
わ
れ
、
刑
法
六
五
条
を
統
一
的
に
解
釈
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
判

例
・
通
説
は
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
、
二
項
は
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
身
分
の
個
別
的
作
用
を
定

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

め
た
規
定
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
反
対
説
と
し
て
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
及
び
不
真
正
身
分
犯
を
通
じ
て
身
分
犯
の
成
立
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

連
帯
的
作
用
を
、
二
項
は
特
に
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
科
刑
の
個
別
的
作
用
を
規
定
し
た
も
の
と
す
る
説
や
、
構
成
的
身
分
か
加
減

的
身
分
か
と
い
う
形
式
的
な
区
別
の
仕
方
を
否
定
し
、
違
法
身
分
は
一
項
に
よ
り
連
帯
的
に
作
用
す
る
が
、
責
任
身
分
は
二
項
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

個
別
的
に
作
用
す
る
と
す
る
説
な
ど
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
争
い
は
現
在
で
も
続
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
と
こ
ろ
で
、
学
説
の
中
に
は
、
刑
法
六
五
条
を
「
例
外
規
定
」
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
刑
法
六
五
条
は
、
身
分
犯
に
非
身
分
者
が

関
与
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
通
常
の
共
犯
理
論
に
よ
る
解
決
と
は
異
な
る
特
別
な
取
扱
い
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
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身分犯と共犯従属性（一）

う
。
こ
う
し
た
主
張
の
背
景
に
は
、
身
分
は
例
外
的
な
取
扱
い
を
必
要
と
す
る
特
殊
な
要
素
で
あ
る
と
の
理
解
が
あ
る
と
い
え
る
。
し

か
し
、
身
分
も
、
行
為
や
結
果
な
ど
と
同
じ
く
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
刑
法
六
五
条

を
身
分
犯
に
関
す
る
例
外
規
定
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
如
何
が
問
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
自
覚
的

に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
身
分
犯
の
共
犯
の
場
合
に
は
通
常
の
犯
罪
の
場
合
と
異
な
る
特
別
な
原
則
が
働
く
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
通
常
の
共

犯
の
基
本
原
理
が
身
分
犯
の
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
従
来
の
議
論
の
内
容
を
改
め
て
見

直
し
て
み
る
と
、
こ
の
点
に
関
す
る
各
学
説
の
認
識
は
微
妙
に
相
違
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
刑
法
六
五
条
の
一
項
と
二
項
の
関
係

を
め
ぐ
る
議
論
が
錯
綜
し
て
き
た
原
因
の
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
違
い
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
刑
法
六
五
条
の
一
項
と
二
項
の
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
予
備
的
作
業
と
し
て
、
身
分
犯
の
共
犯
に
つ
い
て

通
常
の
犯
罪
の
場
合
と
異
な
る
例
外
的
な
取
扱
い
を
す
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
刑
法
六
五
条
の

一
項
と
二
項
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
る
か
の
問
題
は
、
要
す
る
に
い
か
な
る
場
合
に
身
分
者
の
身
分
が
共
犯
者
た
る
非
身
分
者
に
及
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
共
犯
従
属
性
の
問
題
の
↓
局
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
が
も
っ
ぱ
ら
検
討

の
対
象
と
す
る
の
は
、
通
常
の
犯
罪
の
場
合
に
お
け
る
共
犯
従
属
性
の
原
則
が
身
分
犯
の
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
か
否
か
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
の
検
討
だ
け
で
飛
法
六
五
条
の
意
義
が
完
全
に
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
右
の

問
題
の
検
討
は
、
刑
法
六
五
条
の
］
項
と
二
項
の
関
係
に
つ
い
て
妥
当
な
解
釈
を
得
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
で
あ

（
7
）

ろ
う
。
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説論

　
注（

1
）
　
最
判
昭
和
二
五
年
九
月
一
九
日
刑
集
四
巻
九
号
］
六
六
四
頁
、
最
判
昭
和
三
一
年
五
月
二
四
日
刑
集
一
〇
巻
五
号
七
三
四
頁
。
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義

　
　
〔
総
論
〕
第
三
版
』
（
平
成
七
年
）
四
〇
六
－
四
〇
七
頁
、
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
』
（
平
成
七
年
）
五
七
八
－
五
七
九
頁
、
木
村
法
難
〔
阿
部
純
二
増

　
　
補
〕
『
刑
法
総
論
〔
増
補
〕
』
（
昭
和
三
五
年
）
四
二
四
－
四
二
三
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
［
第
3
版
］
』
（
平
成
一
〇
年
）
四
四
四
－
四
四
五
頁
、

　
　
中
義
勝
『
講
述
刑
法
総
論
』
（
昭
和
五
五
年
）
二
六
一
頁
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
〔
新
版
補
正
版
〕
』
（
平
成
八
年
）
二
八
四
－
二
八
五
頁
、
内
田
文
昭

　
　
『
改
訂
刑
法
1
（
総
論
）
〔
補
正
版
〕
』
（
平
成
九
年
）
三
一
九
頁
以
下
、
大
谷
實
『
刑
法
総
論
』
（
平
成
八
年
）
二
七
三
頁
。

（
2
）
　
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
第
三
版
』
（
平
成
三
年
）
四
一
八
頁
、
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
（
昭
和
五
〇
年
）
三
〇
三
頁
、
三
〇
五
頁
、
福
田
平

　
　
『
全
訂
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕
』
（
平
成
八
年
）
二
八
三
頁
、
日
高
義
博
『
刑
法
総
論
講
義
ノ
ー
ト
』
（
昭
和
六
三
年
）
二
一
五
頁
、
西
村
克
彦
『
共
犯
論

　
　
序
説
〔
増
補
〕
』
（
平
成
三
年
）
二
二
三
頁
以
下
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
〔
第
三
版
ご
（
平
成
九
年
）
三
一
四
頁
、
佐
久
間
修
『
刑
法
講
義
〔
総

　
　
論
〕
』
（
平
成
九
年
）
四
〇
三
－
四
〇
四
頁
、
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
－
総
論
』
（
昭
和
四
九
年
）
三
八
五
頁
、
三
八
八
頁
。
な
お
、
正
田
満
三
郎
「
刑

　
　
法
六
五
条
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
大
東
法
学
七
号
（
昭
和
五
五
年
）
一
二
頁
以
下
、
三
〇
頁
参
照
。

（
3
）
　
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
H
』
（
昭
和
五
〇
年
）
三
五
七
頁
、
三
六
六
頁
、
西
田
典
之
『
共
犯
と
身
分
』
（
昭
和
五
七
年
）
］
五
六
頁
、
山
口
厚
「
共
犯
の

　
　
処
罰
根
拠
と
従
属
性
」
同
『
問
題
探
求
刑
法
総
論
』
（
平
成
」
○
年
）
〔
初
出
は
、
法
学
教
室
一
九
五
号
（
平
成
八
年
目
〕
二
四
七
頁
。
た
だ
し
、
平
野
博

　
　
士
は
、
違
法
身
分
に
も
例
外
的
な
が
ら
一
身
的
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
身
分
に
よ
り
刑
の
軽
重
が
あ
る
場
合
は
刑
法
六
五
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る

　
　
と
い
わ
れ
る
（
前
掲
書
三
六
六
頁
）
。
ま
た
、
山
口
教
授
は
、
加
重
的
身
分
を
有
す
る
者
が
非
身
分
者
の
行
為
に
加
功
し
た
場
合
に
、
身
分
者
に
つ
い
て

　
　
身
分
犯
の
共
犯
の
成
立
を
否
定
さ
れ
る
（
前
掲
論
文
二
四
八
頁
）
。
な
お
、
大
越
義
久
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕
』
（
平
成
八
年
）
二
四
ニ
ー
二
四
三
頁
、

　
　
同
「
身
分
犯
に
つ
い
て
」
『
平
野
龍
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
　
上
巻
』
（
平
成
二
年
）
四
〇
七
頁
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
第
三
版
』
（
平
成
八
年
）
四

　
　
九
二
頁
以
下
参
照
。

（
4
）
　
こ
の
ほ
か
、
刑
法
六
五
条
は
身
分
が
行
為
の
違
法
性
を
左
右
す
る
場
合
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
の
前
提
か
ら
、
違
法
要
素
と
し
て
の
身
分
は
一
応
各

　
　
加
担
者
に
連
帯
的
に
作
用
す
る
が
、
厳
格
に
い
え
ぼ
身
分
本
来
の
性
質
と
し
て
、
身
分
者
と
非
身
分
者
に
対
す
る
法
的
評
価
は
お
の
ず
か
ら
軽
重
の
差
を
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生
じ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
、
二
項
は
、
刑
の
軽
重
を
左
右
す
る
身
分
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
認
め
、
一
項
は
、
構
成
的
身
分
に
関
し
一
律
連
帯
的
に
作
用

　
　
す
る
も
の
と
定
め
て
い
る
が
、
解
釈
上
は
、
一
項
の
構
成
的
身
分
に
つ
い
て
も
二
項
の
精
神
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
刑
法
六
六
条
の

　
　
情
状
酌
量
な
ど
に
よ
り
刑
の
減
軽
を
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
（
佐
伯
千
偲
『
四
訂
刑
法
講
義
（
総
論
）
』
〔
昭
和
五
六
年
〕
三
六
五
－
三
六
六
頁
）
、
身
分

　
　
犯
に
お
け
る
共
犯
の
成
立
は
刑
法
六
五
条
以
前
の
問
題
で
あ
り
、
刑
法
六
五
条
一
項
及
び
二
項
は
と
も
に
共
犯
者
の
処
罰
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　
一
項
は
真
正
身
分
犯
の
共
犯
の
処
罰
を
、
二
項
は
不
真
正
身
分
犯
の
共
犯
の
処
罰
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
〔
昭

　
　
和
五
二
年
〕
三
五
九
頁
、
高
橋
則
夫
「
共
犯
と
身
分
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
4
巻
　
未
遂
／
共
犯
／
罪
数
論
』
〔
平
成
四
年
〕
一
七
ニ

　
一
一
七
三
頁
）
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
松
生
光
正
「
刑
法
第
六
五
条
の
『
身
分
』
概
念
に
つ
い
て
（
一
）
」
姫
路
法
学
］
八
号
（
平
成
八
年
目
五
頁
。

（
6
）
　
平
野
・
前
掲
注
（
3
）
三
六
六
頁
。

（
7
）
　
刑
法
六
五
条
が
狭
義
の
共
犯
に
関
す
る
規
定
な
の
か
、
共
同
正
犯
に
も
適
用
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
本
稿
は
、
と
り
あ
え
ず
考
察

　
　
の
対
象
を
狭
義
の
共
犯
に
限
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
わ
が
国
の
議
論
状
況

身分犯と共犯従属性（一）

　
通
常
の
犯
罪
の
場
合
に
お
け
る
共
犯
従
属
性
の
原
則
は
、
身
分
犯
の
共
犯
に
も
妥
当
す
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
わ

が
国
の
学
説
の
態
度
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
「
共
犯
従
属
性
」
の
用
語
は
論
者
や
場
面
に
よ
り
異
な
る
意
味
に
用
い
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
い
。
松
宮
孝
明
教
授
は
、
共
犯
従
属
性
の
問
題
を
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

題
と
「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
の
問
題
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
正
犯
行
為
の
要
素
が
共
犯
者
に
連
心
的
に
作
用
す
る
の
は

い
か
な
る
場
合
か
を
問
う
の
に
対
し
、
後
者
は
、
共
犯
成
立
の
た
め
に
正
犯
行
為
は
い
か
な
る
要
素
を
旦
ハ
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
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下川両冊

の
問
題
を
指
す
。
こ
こ
で
も
、
こ
の
分
類
に
従
っ
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ω
　
最
初
に
、
身
分
犯
に
お
け
る
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
の
問
題
を
検
討
す
る
。
こ
の
問
題
が
生
ず
る
の
は
、
正
犯
者
に
身
分
が

あ
り
、
共
犯
者
に
な
い
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
他
人
の
物
を
占
有
し
て
い
な
い
者
が
占
有
者
に
対
し
て
そ
の
物
を
横
領
す
る
よ
う

教
唆
し
た
場
合
や
、
医
師
で
な
い
者
が
医
師
を
教
唆
し
て
堕
胎
を
行
わ
せ
た
場
合
に
、
正
犯
者
の
身
分
が
共
犯
者
に
も
連
帯
的
に
作
用

す
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
通
常
の
共
犯
従
属
性
の
考
え
方
を
身
分
犯
の
場
合
に
も
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と

す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
を
最
も
明
確
な
形
で
主
張
さ
れ
る
の
が
、
西
田
典
之
教
授
で
あ
る
。
西
田
教
授
に
よ
る
と
、
共
犯
行
為
の
違

法
性
（
法
益
侵
害
性
）
は
正
犯
行
為
の
違
法
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
か
ら
、
正
犯
行
為
の
違
法
性
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
情
は
共
犯
者

に
も
及
ぶ
の
に
対
し
、
犯
罪
関
与
者
の
責
任
（
法
的
非
難
可
能
性
）
は
相
互
に
独
立
に
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
関
与
者
の
一
人

の
責
任
に
関
す
る
事
情
は
他
の
関
与
者
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
こ
の
違
法
の
連
帯
性
及
び
責
任
の
個
別
性
と
い
う
事
理
は
、
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

事
情
が
身
分
で
あ
っ
て
も
か
わ
り
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
犯
者
の
身
分
の
う
ち
違
法
身
分
は
刑
法
六
五
条
一
項
に
よ
り
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

犯
者
に
も
連
帯
的
に
作
用
す
る
が
、
責
任
身
分
は
二
項
に
よ
り
共
犯
者
に
及
ば
ず
個
別
的
に
作
用
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
田
教
授
の

見
解
は
、
「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
と
い
う
共
犯
従
属
性
の
一
般
原
則
を
共
犯
と
身
分
の
問
題
に
端
的
に
結
び
つ
け
た

点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
通
常
の
犯
罪
の
場
合
に
お
け
る
共
犯
従
属
性
の
考
え
方
を
身
分
犯
の
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
団

藤
重
光
博
士
も
基
本
的
に
共
通
の
理
解
に
立
た
れ
て
い
る
。
団
藤
博
士
は
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
及
び
不
真
正
身
分
犯
を
通
じ
て
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

犯
の
成
立
の
連
帯
的
作
用
を
、
二
項
は
特
に
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
科
刑
の
個
別
的
作
用
を
規
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
見

解
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
共
犯
の
成
立
の
点
に
つ
い
て
は
、
真
正
身
分
犯
で
あ
る
と
不
真
正
身
分
犯
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
正
犯
者
の
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身分犯と共犯従属性（一）

身
分
は
共
犯
者
に
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。
団
藤
博
士
の
見
解
の
出
発
点
は
、
「
共
犯
従
属
性
説
に
立
つ
以
上
、
共
犯
の
罪
名
は
常
に
正
犯
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

そ
れ
に
従
属
す
べ
き
だ
」
と
い
う
厳
格
な
罪
名
従
属
性
の
考
え
方
に
あ
る
。
団
藤
博
士
は
、
こ
の
考
え
方
を
身
分
犯
の
場
合
に
も
貫
徹

さ
れ
、
真
正
身
分
犯
及
び
不
真
正
身
分
犯
の
い
ず
れ
の
場
合
に
つ
い
て
も
非
身
分
者
た
る
共
犯
者
に
は
正
犯
と
同
じ
身
分
犯
が
成
立
す

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
団
藤
博
士
は
、
不
真
正
身
分
犯
の
科
刑
は
個
別
化
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
団
藤
博
士
の
支
持
さ
れ

る
厳
格
な
罪
名
従
属
性
の
原
則
を
徹
底
す
る
と
、
不
真
正
身
分
犯
に
お
け
る
非
身
分
者
の
科
刑
も
身
分
者
の
そ
れ
に
従
属
す
る
は
ず
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
団
藤
博
士
の
見
解
は
、
不
真
正
身
分
犯
の
科
刑
の
点
に
限
り
例
外
的
な
取
扱
い
を
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
他
方
、
身
分
犯
の
共
犯
に
関
し
て
例
外
的
な
取
扱
い
を
す
る
論
者
と
し
て
、
佐
伯
藩
邸
博
士
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
佐
伯
博
士

に
よ
る
と
、
責
任
の
個
別
性
の
原
則
に
よ
り
責
任
身
分
が
個
別
的
に
作
用
す
る
の
は
当
然
の
事
理
で
あ
り
、
刑
法
が
こ
の
よ
う
な
自
明

の
事
項
を
規
定
し
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
刑
法
六
五
条
は
責
任
身
分
に
関
す
る
規
定
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
身
分
が
行
為
の

違
法
性
を
左
右
す
る
場
合
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
法
要
素
と
し
て
の
身
分
は
、
違
法
の
連
帯
性
の
原
則
か
ら
一
応
各

加
担
者
に
連
帯
的
に
作
用
す
る
が
、
厳
格
に
い
え
ば
身
分
本
来
の
性
質
と
し
て
、
身
分
者
と
非
身
分
者
に
対
す
る
法
的
評
価
は
お
の
ず

か
ら
軽
重
の
差
を
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
刑
法
六
五
条
は
、
二
項
に
お
い
て
加
減
的
身
分
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、

一
項
は
、
構
成
的
身
分
に
関
し
一
律
連
帯
的
に
作
用
す
る
も
の
と
定
め
て
い
る
が
、
解
釈
上
は
、
一
項
の
構
成
的
身
分
に
つ
い
て
も
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

項
の
精
神
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
刑
法
六
六
条
の
情
状
酌
量
な
ど
に
よ
り
刑
の
減
軽
を
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
佐
伯
博
士
は
、
「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
の
原
則
を
基
本
的
に
支
持
さ
れ
つ
つ
も
、
「
身
分
本
来
の
性
質
」

を
理
由
に
違
法
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
通
常
の
犯
罪
の
場
合
に
お
け
る
共
犯
従
属
性
の
原
則
が
身
分

犯
の
場
合
に
は
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
通
説
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
説
は
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
に
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説論

つ
い
て
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
、
二
項
は
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
身
分
の
個
別
的
作
用
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
正
犯
者
の
身
分
の
う
ち
構
成
的
身
分
は
共
犯
者
に
も
連
帯
的
に
作
用
す
る
が
、
加
減
的
身
分
は
共
犯
者
に
及
ば
な
い
こ
と
と
な

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
決
方
法
が
共
犯
従
属
性
の
一
般
原
則
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
に
つ
い
て
、
通
説
は
明
確
な
説
明

を
し
て
こ
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
推
論
す
る
に
、
正
犯
要
素
の
連
帯
性
の
問
題
と
の
関
連
で
重
要
と
な
る
共
犯
理
論
と
い
え
ば
、
ま
ず
、
罪
名
従
属
性
の
問
題

で
あ
ろ
う
。
罪
名
従
属
性
の
問
題
す
な
わ
ち
正
犯
と
共
犯
の
罪
名
が
常
に
一
致
す
る
必
要
が
あ
る
か
に
関
し
て
は
、
犯
罪
共
同
説
と
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

為
共
同
説
の
間
で
考
え
方
に
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
構
成
要
件
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
共
犯
の
本
質
を

求
め
る
共
犯
従
属
性
説
に
立
つ
以
上
、
正
犯
者
と
共
犯
者
の
間
の
認
識
に
食
い
違
い
が
な
い
限
り
原
則
と
し
て
共
犯
に
は
正
犯
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

罪
名
の
犯
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
刑
法
六
一
条
な
い
し
刑
法
六
三
条
が
正
犯

の
法
定
刑
を
基
準
に
教
唆
犯
及
び
幕
助
犯
の
法
定
刑
を
定
め
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
罪
名
従
属
性
の
原
則
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
と
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
通
説
が
一
項
に
つ
い
て
構
成
的
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
肯
定
し
て
い
る

の
は
、
通
説
の
基
礎
と
し
て
い
る
罪
名
従
属
性
の
立
場
と
一
致
す
る
と
い
え
る
が
、
逆
に
、
二
項
に
つ
い
て
加
減
的
身
分
の
個
別
的
作

用
を
認
め
て
い
る
点
は
、
不
真
正
身
分
犯
に
関
し
て
通
常
の
犯
罪
の
場
合
と
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
共
犯
理
論
に
関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
、
第
一
項
が
連
帯
性
、
第
二
項
が
個
別
性
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
第
一
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

は
従
属
性
説
、
第
二
項
は
独
立
性
説
と
そ
れ
ぞ
れ
共
通
す
る
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
罪
名
従
属
性
の
問
題
と
は
別
に
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
り
わ
け
違
法
の
相
対
性
の
問
題
も
、
正
犯
要
素
の
連
帯
性
の
問
題
と
理
論
的

に
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
。
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
間
接
的
な
法
益
侵
害
に
求
め
る
惹
起
説
が
通
説
と
な
っ
て

25巻1号124



身分犯と共犯従属性（一）

い
る
が
、
各
関
与
者
の
違
法
性
を
個
別
的
に
判
断
す
べ
き
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
違
法
の
相
対
性
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
を
め
ぐ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

惹
起
説
の
内
部
で
対
立
が
生
じ
て
い
る
。
学
説
は
、
原
則
と
し
て
違
法
の
相
対
性
を
否
定
す
る
修
正
惹
起
説
（
従
属
性
志
向
惹
起
説
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
純
粋
惹
起
説
（
独
立
性
志
向
惹
起
説
）
に
大
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
違
法
の
連
帯
性
・
相
対
性
の
観

点
も
、
刑
法
六
五
条
に
関
す
る
通
説
の
解
釈
と
完
全
に
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
。
仮
に
制
限
惹
起
説
の
主
張
を
徹
底
す
れ
ば
、
違
法
身

分
は
常
に
連
帯
的
に
作
用
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
通
説
に
よ
る
と
、
違
法
身
分
で
あ
っ
て
も
加
減
算
身
分
で
あ
れ
ば
個
別
的
に
作
用
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
通
説
に
お
け
る
加
減
的
身
分
の
取
扱
い
は
、
修
正
惹
起
説
の
主
張
と
相
容
れ
な
い
。
一
方
、
純
粋
惹
起
説
に
立

て
ば
、
確
か
に
加
減
的
身
分
の
個
別
的
作
用
は
容
易
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
逆
に
、
な
ぜ
構
成
的
違
法
身
分
が
連
帯

的
に
作
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
純
粋
惹
起
説
は
説
明
に
窮
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
修
正
惹
起
説
と
純
粋
惹
起
説
は
、
各
関
与
者

の
責
任
が
相
互
に
独
立
し
て
い
る
と
考
え
る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
責
任
身
分
で
あ
っ
て
も
構
成
的
身
分
で
あ
る

限
り
連
帯
的
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
通
説
の
立
場
は
修
正
惹
起
説
及
び
純
粋
惹
起
説
の
い
ず
れ
と
も

矛
盾
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
罪
名
従
属
性
及
び
違
法
の
連
帯
性
・
相
対
性
の
い
ず
れ
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
通
説
は
、
共
犯
従
属
性
の
一
般

原
則
を
身
分
犯
の
共
犯
の
場
合
に
は
徹
底
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

　
②
　
次
に
、
身
分
犯
の
場
合
に
お
け
る
「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
点
が
問
題
に
な
る
の
は
、

特
に
不
真
正
身
分
犯
に
お
い
て
正
犯
者
は
身
分
を
欠
く
が
、
共
犯
者
は
身
分
を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
常
習
者
が
非

常
習
者
の
賭
博
を
幕
短
し
た
場
合
が
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
場
合
、
共
犯
者
に
つ
い
て
身
分
犯
の
成
立
を
認
め
る
と
い
う
の
が
通
説
の

　
　
　
（
1
6
）

立
場
で
あ
る
。
右
の
事
例
で
い
う
と
、
正
犯
者
に
は
単
純
賭
博
罪
、
共
犯
者
に
は
常
習
賭
博
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
右
の
よ
う
な
通
説
の
結
論
が
制
限
従
属
性
説
も
し
く
は
最
小
従
属
性
説
の
命
題
と
矛
盾
し
な
い
の
か
と
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（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
素
従
属
性
の
問
題
に
関
し
て
は
、
通
説
で
あ
る
制
限
従
属
性
説
と
少
数
説
で
あ
る
最
小
従
属
性
説
と
が
対
立
し

て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
い

う
点
で
は
争
い
が
な
い
。
こ
の
原
則
を
先
ほ
ど
の
事
例
に
素
直
に
当
て
は
め
る
と
、
共
犯
者
に
常
習
賭
博
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

犯
者
の
行
為
が
常
習
賭
博
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
説
は
、
正

犯
者
は
単
純
賭
博
罪
に
す
ぎ
な
い
の
に
共
犯
者
に
は
常
習
賭
博
罪
が
成
立
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
正
犯
者
は
少
な
く
と
も
単

純
賭
博
罪
で
は
処
罰
さ
れ
る
か
ら
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
正
犯
行

為
に
は
当
該
身
分
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
が
な
い
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
通
説
は
「
正
犯
な
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

共
犯
」
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
通
説
は
、
身
分
犯
に
関
し
て
制
限
従
属
性
説
の
考
え
方
を
徹
底
し
て
い
な
い
と
い

え
る
。
問
題
は
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
通
説
は
何
も
語
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
従
来
の
制
限
従
属
性
説
の
内
容
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
な
通
説
の
結
論
を
理
論
的
に
正
当
化
し

よ
う
と
さ
れ
る
の
が
、
西
田
教
授
で
あ
る
。
西
田
教
授
は
、
正
犯
者
に
加
減
的
責
任
身
分
が
な
く
共
犯
者
の
み
が
こ
れ
を
有
す
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

に
、
責
任
の
個
別
性
の
見
地
か
ら
刑
法
六
五
条
二
項
の
適
用
を
肯
定
さ
れ
、
共
犯
者
に
つ
い
て
身
分
犯
の
成
立
を
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

場
合
、
正
犯
に
は
身
分
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
が
な
い
の
に
、
共
犯
に
は
身
分
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論

が
、
西
田
教
授
の
支
持
さ
れ
る
制
限
従
属
性
説
の
命
題
に
抵
触
し
な
い
の
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
西
田
教
授
は
、
刑
法

六
五
条
二
項
は
「
単
に
『
責
任
の
個
別
化
』
を
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
責
任
の
強
弱
が
身
分
と
い
う
形
で
類
型
化
・
構
成
要
件
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
共
犯
の
構
成
要
件
が
正
犯
の
そ
れ
か
ら
独
立
で
あ
る
こ
と
を
も
規
定
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

制
限
従
属
性
説
も
結
局
は
責
任
個
別
性
の
原
則
の
帰
結
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
制
限
従
属
性
説
を
前
提
と
し
て
も
、
責
任
身
分
に
関

す
る
限
り
、
共
犯
の
成
立
の
た
め
に
正
犯
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
は
必
要
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
、
団
藤
博
士
の
見
解
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
団
藤
博
士
は
、
共
犯
従
属
性
説
に
立
つ
限
り
、
共

犯
の
成
立
の
た
め
に
は
正
犯
が
そ
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
に
身
分
犯
が
成
立
し
な
い
以
上
、
共
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
身
分
犯
が
成
立
す
る
の
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
先
ほ
ど
の
事
例
で
い
う
と
、
正
犯
者
が
単
純
賭
博
罪
で
あ
れ
ば
、
共
犯
者
は
た

と
え
賭
博
の
常
習
者
で
あ
っ
て
も
単
純
賭
博
罪
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
団
藤
博
士
は
、
身
分
犯
の
場
合
に
お
い
て
も
制
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

従
属
性
説
の
定
義
に
忠
実
な
解
釈
を
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
近
、
山
口
厚
教
授
も
こ
の
立
場
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
㈲
　
以
上
概
観
し
て
き
た
結
果
、
刑
法
六
五
条
の
一
項
と
二
項
の
関
係
を
め
ぐ
る
諸
説
の
中
に
は
、
一
般
の
共
犯
従
属
性
の
考
え
方

を
身
分
犯
の
場
合
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
立
場
と
、
身
分
犯
に
対
し
て
通
常
の
共
犯
理
論
に
よ
る
解
決
方
法
と
異
な
る
取
扱
い
を
す
る

立
場
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
西
田
教
授
や
団
藤
博
士
の
見
解
は
、
前
者
の
立
場
を
採
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、

理
論
的
に
明
快
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
身
分
も
行
為
や
結
果
な
ど
と
同
じ
く
構
成
要
件
要
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
、

そ
れ
ゆ
え
、
身
分
犯
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
は
結
局
の
と
こ
ろ
共
通
の
原
則
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で

（
2
5
V

あ
る
。

　
問
題
は
、
後
者
の
立
場
が
身
分
犯
に
つ
い
て
例
外
的
な
取
扱
い
を
す
る
根
拠
を
何
に
求
め
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
属
す

る
の
は
通
説
や
佐
伯
博
士
の
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
説
明
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
佐
伯
博
士
は
、

「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
の
原
則
を
支
持
さ
れ
な
が
ら
、
違
法
身
分
に
つ
い
て
「
身
分
本
来
の
性
質
と
し
て
、
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

者
と
非
身
分
者
に
対
す
る
法
的
評
価
は
お
の
ず
か
ら
軽
重
の
差
を
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
さ
れ
る
が
、
「
身
分
本
来
の
性
質
」
と
は
具

体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
依
然
と
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
通
常
の
犯
罪
の
場
合
に
お
け
る
共
犯
従
属
性
の
原
則
は
身

分
犯
の
共
犯
に
は
妥
当
し
な
い
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
古
く
か
ら
理
論
的
な
検
討
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
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た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
議
論
の
内
容
を
参
照
す
る
こ
と
は
、

ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

わ
が
国
の
問
題
解
決
に
と
っ
て
有
益
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は

　
注（

1
）
　
松
宮
孝
明
「
共
犯
の
『
従
属
性
』
に
つ
い
て
」
立
命
館
法
学
二
四
三
一
二
四
四
号
（
平
成
八
年
）
三
〇
三
頁
以
下
。

（
2
）
　
西
田
典
之
『
共
犯
と
身
分
』
（
昭
和
五
七
年
）
一
五
五
－
一
五
六
頁
。

（
3
）
　
西
田
・
前
掲
注
（
2
）
一
七
一
頁
以
下
。

（
4
）
　
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
第
三
版
』
（
平
成
三
年
）
四
一
八
頁
。
同
旨
、
福
田
平
『
全
訂
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕
』
（
平
成
八
年
中
二
八
三
頁
、
大
塚

　
　
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
〔
第
三
版
〕
』
（
平
成
九
年
）
三
一
四
頁
。

（
5
）
　
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
H
』
（
昭
和
五
〇
年
）
三
七
五
一
三
七
六
頁
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
（
昭
和
五
七
年
）
四
八
六
頁
、
西
田
・
前
掲
注
（
2
）

　
　
五
頁
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
〔
新
版
補
正
版
〕
』
（
平
成
八
年
）
二
八
五
頁
。
団
藤
・
前
掲
注
（
4
）
四
一
九
－
四
二
〇
頁
、
四
二
三
頁
参
照
。

（
6
）
　
西
田
・
前
掲
注
（
2
）
五
頁
参
照
。

（
7
）
　
佐
伯
千
偲
『
四
訂
刑
法
講
義
（
総
論
）
』
（
昭
和
五
六
年
）
三
六
五
頁
。

（
8
）
　
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
［
第
3
版
］
』
（
平
成
一
〇
年
）
三
九
三
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
　
団
藤
・
前
掲
注
（
4
）
四
一
九
一
四
二
〇
頁
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
第
四
版
補
訂
版
』
（
平
成
八
年
）
四
一
二
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
西
田
典
之
「
『
共
犯
と
身
分
』
再
論
」
『
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
　
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
』
（
平
成
六
年
）
一
八
一
頁
。

（
1
1
）
　
小
野
慶
二
「
共
犯
と
身
分
」
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
事
法
講
座
第
三
巻
刑
法
m
』
（
昭
和
二
七
年
）
四
八
四
頁
。
同
旨
、
木
村
二
二
『
犯
罪
論
の
新
構

　
　
造
（
下
）
』
（
昭
和
四
三
年
）
】
四
九
1
】
五
〇
頁
、
大
野
平
吉
「
共
犯
と
身
分
」
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
法
講
座
第
四
巻
』
（
昭
和
三
八
年
〉
一
六
〇
頁
。

　
　
な
お
、
佐
伯
千
傍
「
共
犯
と
身
分
一
そ
の
問
題
史
的
概
観
…
」
同
『
共
犯
理
論
の
源
流
』
（
昭
和
六
二
年
）
〔
初
出
は
、
法
学
論
叢
三
三
巻
二
号
、
三
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号
（
昭
和
一
〇
年
）
〕
一
二
一
頁
以
下
、
西
田
・
前
掲
注
（
2
）
二
頁
参
照
。

（
1
2
）
　
林
幹
夫
「
適
法
行
為
を
利
用
す
る
違
法
行
為
」
同
『
刑
法
の
現
代
的
課
題
』
（
平
成
三
年
目
〔
初
出
は
、
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
］
巻
』

　
　
（
昭
和
五
八
年
）
〕
一
一
一
頁
、
平
野
・
前
掲
注
（
5
）
三
五
四
一
三
五
五
頁
、
三
五
七
－
三
五
八
頁
、
町
野
朔
『
プ
レ
ッ
プ
刑
法
第
二
版
』
（
平
成
六
年
）

　
　
一
九
五
1
】
九
六
頁
、
二
〇
五
頁
、
西
田
・
前
掲
注
（
2
）
］
五
五
－
一
五
六
頁
、
大
越
義
久
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』
（
昭
和
五
六
年
）
二
五
八
頁
、
曽

　
　
根
威
彦
『
刑
法
の
重
要
問
題
〔
総
論
〕
補
訂
版
』
（
平
成
八
年
）
二
九
三
頁
以
下
、
内
田
文
昭
『
改
訂
刑
法
1
（
総
論
）
〔
補
正
版
〕
』
（
平
成
九
年
）
三
〇

　
　
一
－
三
〇
二
頁
、
三
一
九
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
論
者
も
、
正
犯
が
違
法
で
あ
っ
て
も
共
犯
は
違
法
で
な
い
と
い
う
場
合
が
例
外
的
に
あ
り
う
る
こ

　
　
と
を
認
め
て
い
る
。
堀
内
捷
三
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
2
」
法
学
教
室
】
二
五
号
（
平
成
三
年
）
五
三
頁
、
町
野
朔
「
惹
起
説
の
整
備
・
点
検
　
　
共
犯
に

　
　
お
け
る
違
法
従
属
と
因
果
性
　
　
」
『
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
　
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
』
（
平
成
六
年
）
一
二
↓
1
一
二
二
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
相
内
信
「
固
有
の
犯
罪
性
か
ら
み
た
共
犯
論
試
論
」
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
法
学
士
二
六
号
（
昭
和
五
三
年
）
↓
九
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
「
共
犯
論

　
　
覚
書
」
『
中
山
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
』
（
平
成
九
年
）
二
七
五
頁
、
中
義
勝
「
違
法
の
連
帯
性
と
要
素
従
属
性
」
同
『
刑
法
上
の
諸
問
題
』

　
　
（
平
成
三
年
）
〔
初
出
は
、
『
関
西
大
学
法
学
部
百
周
年
記
念
論
文
集
』
（
昭
和
六
一
年
）
〕
四
六
四
頁
、
四
七
四
頁
以
下
、
中
山
研
一
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
」

　
　
同
ほ
か
『
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
1
共
犯
論
』
（
平
成
九
年
）
一
九
頁
以
下
、
山
中
敬
一
「
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』
論
　
　
大
越
説
の
検
討
を
中
心
に
　
　
」

　
　
刑
法
雑
誌
二
七
巻
一
号
（
昭
和
六
一
年
）
＝
二
四
頁
以
下
。

（
1
4
V
　
斉
藤
誠
二
「
共
犯
の
処
罰
の
根
拠
に
つ
い
て
の
管
見
」
『
刑
事
法
学
の
新
動
向
　
上
巻
　
下
村
康
正
先
生
古
稀
祝
賀
』
（
平
成
七
年
）
二
五
頁
、
高
橋
則

　
　
夫
『
共
犯
体
系
と
共
犯
理
論
』
（
昭
和
六
三
年
）
一
六
】
頁
は
、
違
法
の
相
対
性
を
一
部
肯
定
一
部
否
定
す
る
折
衷
惹
起
説
（
混
合
的
な
惹
起
説
）
を
採

　
　
る
。

（
1
5
）
　
曽
根
・
前
掲
注
（
1
2
）
三
四
九
－
三
五
〇
頁
は
、
構
成
的
身
分
は
違
法
身
分
で
あ
る
か
ら
連
帯
的
に
作
用
す
る
の
に
対
し
、
加
減
的
身
分
は
責
任
身
分

　
　
で
あ
る
か
ら
個
別
的
に
作
用
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
「
公
務
員
」
と
い
う
身
分
で
も
、
収
賄
罪
に
お
け
る
「
公
務
員
」
は
構
成
的
身

　
　
分
で
あ
り
、
特
別
公
務
員
職
権
濫
用
罪
に
お
け
る
「
特
別
公
務
員
」
は
加
減
的
身
分
で
あ
る
が
、
前
者
に
お
い
て
は
、
公
務
員
と
い
う
身
分
が
あ
っ
て
初

　
　
め
て
公
務
の
公
正
と
い
う
法
益
が
侵
害
さ
れ
て
違
法
に
な
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
主
体
が
公
務
員
で
あ
ろ
う
と
非
公
務
員
で
あ
ろ
う
と
、
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23　22　21　20　19　18 　
　
被
害
者
の
身
体
活
動
の
自
由
と
い
う
法
益
を
侵
害
す
る
点
で
は
何
ら
違
い
が
な
く
、
特
別
公
務
員
が
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
非
公
務
員
の

　
　
場
合
よ
り
責
任
非
難
が
強
ま
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
同
旨
の
見
解
と
し
て
、
板
倉
宏
『
新
訂
刑
法
総
論
』
（
平
成
一
〇
年
）
三
三
五
頁
。
し
か
し
、
特

　
　
別
公
務
員
職
権
濫
用
罪
は
、
身
体
活
動
の
自
由
を
侵
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
主
体
が
特
別
公
務
員
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
作
用
と
い
う
法
益
を
も

　
　
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
別
公
務
口
貝
職
権
濫
用
罪
に
お
け
る
「
特
別
公
務
員
」
は
違
法
身
分
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
曽
根
教
授

　
　
自
身
、
特
別
公
務
員
職
権
濫
用
罪
を
国
家
法
益
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
［
新
版
］
』
（
平
成
七
年
）
二

　
　
九
八
－
二
九
九
頁
。

（
1
6
）
　
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
（
昭
和
五
〇
年
）
三
〇
六
頁
、
平
野
・
前
掲
注
（
5
）
三
七
一
頁
、
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
』
（
平
成
七
年
）
五
八
二

　
　
頁
、
前
田
・
前
掲
注
（
8
）
四
四
九
頁
、
中
山
・
前
掲
注
（
5
）
四
九
四
頁
、
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
（
昭
和
五
二
年
）
三
六
一
頁
、
野
村
稔
『
刑
法

　
　
総
論
』
（
平
成
二
年
）
四
二
九
頁
、
大
谷
・
前
掲
注
（
9
）
四
七
二
頁
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
第
三
版
』
（
平
成
八
年
）
四
九
五
頁
、
曽
根
・
前
掲
注
（
5
）

　
　
二
八
六
頁
、
内
田
・
前
掲
注
（
1
2
）
三
二
三
頁
。

（
1
7
）
　
団
藤
・
前
掲
注
（
4
）
三
八
四
頁
、
藤
木
・
前
掲
注
（
1
6
）
二
九
七
頁
、
二
〇
七
頁
、
福
田
・
前
掲
注
（
4
）
二
五
三
頁
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
〔
総

　
　
論
〕
第
三
版
』
（
平
成
七
年
）
三
五
三
頁
、
川
端
・
前
掲
注
（
1
6
）
五
二
二
頁
、
大
塚
・
前
掲
注
（
4
）
二
七
二
頁
、
大
谷
・
前
掲
注
（
9
）
四
一
九
頁
、

　
　
高
橋
・
前
掲
注
（
1
4
）
】
六
八
頁
注
（
6
）
、
内
田
・
前
掲
注
（
1
2
）
三
〇
六
頁
、
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
－
総
論
』
（
昭
和
四
九
年
）
三
六
三
頁
、
山

　
　
口
厚
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
従
属
性
」
同
『
問
題
探
求
刑
法
総
論
』
（
平
成
一
〇
年
）
〔
初
出
は
、
法
学
教
室
一
九
五
号
（
平
成
八
年
）
〕
二
四
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
四
頁
以
下
参
照
。

前
田
・
前
掲
注
（
8
）

団
藤
・
前
掲
注
（
4
）

山
口
・
前
掲
注
（
1
7
）

西
田
・
前
掲
注
（
2
）

西
田
・
前
掲
注
（
2
）

団
藤
・
前
掲
注
（
4
）

三
九
九
頁
。
　
　
　
平
野
・
前
掲
注
（
5
）

四
二
三
頁
。

二
四
八
－
二
四
九
頁
。

二
〇
〇
頁
。

二
〇
七
頁
。

四
二
三
頁
。
同
旨
、
福
田
・
前
掲
注
（
4
）

二
八
八
頁
、
大
塚
・
前
掲
注
（
4
）
三
一
七
－
三
一
八
頁
、
佐
久
間
修
『
刑
法
講
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義
〔
総
論
〕
』
（
平
成
九
年
）
四
〇
六
頁
。

（
2
4
）
　
山
口
・
前
掲
注
（
1
7
）
二
四
八
頁
。

（
2
5
）
　
大
谷
・
前
掲
注
（
9
）
四
六
七
一
四
六
八
頁
参
照
。

（
2
6
）
　
佐
伯
・
前
掲
注
（
7
）
三
六
五
頁
。

三
　
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
と
共
犯
従
属
性

身分犯と共犯従属性（一）

　
一
　
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
の
問
題
性

　
ω
　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
わ
が
国
の
刑
法
六
五
条
に
相
当
す
る
規
定
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
（
以
下
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
引
用
は
単
に

条
文
数
の
み
を
示
す
。
）
で
あ
る
。
二
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
一
項
　
「
正
犯
者
の
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
特
別
な
一
身
的
要
素
（
第
一
四
条
第
一
項
）
が
、
共
犯
者
（
教
唆
者
ま
た
は
幣
助
者
）

　
　
　
　
に
な
い
と
き
は
、
そ
の
刑
は
、
第
四
九
条
第
一
項
に
よ
っ
て
軽
減
す
る
。
」

　
　
二
項
　
「
特
別
な
一
身
的
要
素
が
刑
を
加
重
し
、
軽
減
し
、
ま
た
は
阻
却
す
る
旨
を
法
律
が
規
定
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
法
規
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
　
そ
の
要
素
の
存
在
し
て
い
る
関
与
者
（
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
）
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
こ
こ
で
「
特
別
な
一
身
的
要
素
」
（
ぴ
①
ω
8
山
①
お
O
霞
ω
α
島
。
げ
Φ
窓
Φ
時
日
巴
Φ
）
と
は
、
わ
が
国
の
刑
法
六
五
条
の
「
身
分
」
に
当
た
る

概
念
で
あ
る
。
一
項
の
「
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
特
別
な
一
身
的
要
素
」
は
構
成
的
身
分
に
該
当
し
、
二
項
の
「
刑
罰
を
加
重
し
、
軽

減
し
、
ま
た
は
阻
却
す
る
特
別
な
一
身
的
要
素
」
は
、
刑
罰
を
修
正
す
る
特
別
な
一
身
的
要
素
と
も
い
い
、
加
減
的
身
分
及
び
刑
罰
阻

却
身
分
に
相
当
す
る
。
つ
ま
り
、
二
八
条
は
、
構
成
的
身
分
と
加
減
的
身
分
・
刑
罰
阻
却
身
分
と
い
う
区
別
に
基
づ
き
、
一
項
に
お
い
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て
、
構
成
的
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
一
応
認
め
た
上
で
非
身
分
者
に
対
し
て
は
刑
の
軽
減
を
定
め
、
二
項
で
、
加
減
的
身
分
及
び
刑
罰

阻
却
身
分
の
個
別
的
作
用
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
わ
が
国
の
刑
法
六
五
条
に
類
似
し
て
い
る
。

　
②
　
問
題
は
、
一
一
八
条
の
内
容
が
共
犯
従
属
性
の
一
般
原
則
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
前
提
と

し
て
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
共
犯
従
属
性
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
の
問
題
と
正
犯
要
素
の
連
帯
性
の
問
題
に
分
け
て
見
て
い
く
。

　
ま
ず
、
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
の
問
題
に
つ
い
て
は
立
法
的
に
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
。
教
唆
犯
を
規
定
す
る
二
六
条
及
び
幣
助
犯

を
規
定
す
る
二
七
条
は
、
共
犯
成
立
の
基
礎
と
な
る
べ
き
正
犯
行
為
を
「
故
意
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

為
」
と
し
、
明
文
を
も
っ
て
制
限
従
属
性
説
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
正
犯
行
為

が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
あ
れ
ば
足
り
、
有
責
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

　
次
に
、
正
犯
の
不
法
及
び
責
任
が
共
犯
に
も
連
帯
す
る
か
と
い
う
正
犯
要
素
の
連
帯
性
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
責
任
が
各

課
損
者
間
に
お
い
て
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。
こ
の
責
任
の
個
別
性
の
原
則
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定

が
あ
り
、
二
九
条
は
、
「
す
べ
て
の
関
与
者
は
、
他
の
者
の
責
任
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
者
の
責
任
に
応
じ
て
罰
す
る
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
犯
の
責
任
が
共
犯
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。

　
一
方
、
正
犯
が
不
法
で
あ
れ
ば
共
犯
も
必
ず
不
法
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
不
法
の
有
無
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

程
度
は
行
為
者
ご
と
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
の
不
法
と
共
犯
の
不
法
は
相
互
に
独
立
し
て
い
る
と
す
る
見
解
も
有
力
に
主

張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
不
法
の
相
対
性
を
正
面
か
ら
肯
定
す
る
見
解
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
少
数
説
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
共
犯
が
自
ら
は
行
為
支
配
を
有
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
処
罰
さ
れ
る
根
拠
は
、
共
犯
が
正
犯
の
行
為
を
通
じ
て
間
接
的
に

不
法
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
の
不
法
は
正
犯
の
不
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
正
犯
行
為
の
不
法
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は
原
則
と
し
て
共
犯
に
も
連
帯
的
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
理
解
を
前
提
に
、
通
説
及
び
判
例
は
基
本
的
に
不
法
の
連
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

性
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
③
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
「
不
法
は
従
属
的
・
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
と
い
う
原
則
が
共
犯
の
基
本

原
理
と
し
て
一
般
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
共
犯
従
属
性
の
考
え
方
は
二
八
条
に
お
い
て
も
貫
徹
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
構
成
要
件
要
素
を
不
法
要
素
と
責
任
要
素
に
分
け
た
場
合
、
二
八
条
に
お
け
る
責
任
要
素
の
取
扱
い
は
共
犯
従
属
性
の
一
般
原
則
と

合
致
す
る
も
の
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
殺
人
の
正
犯
者
と
教
唆
者
の
う
ち
、
正
犯
者
は
物
欲
か
ら
殺
害
行
為
を
行
っ
た
が
、
教
唆
者

に
は
物
欲
が
な
か
っ
た
と
す
る
。
謀
殺
罪
（
一
＝
一
条
）
に
お
け
る
「
物
欲
」
の
要
素
は
刑
罰
を
加
重
す
る
特
別
な
一
身
的
要
素
に
当

た
る
か
ら
、
右
の
場
合
に
は
二
八
条
二
項
が
適
用
さ
れ
、
正
犯
者
に
は
謀
殺
罪
、
教
唆
者
に
は
故
殺
罪
（
一
二
二
条
）
が
成
立
す
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
物
欲
」
は
責
任
要
素
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
二
八
条
二
項
が
な
く
て
も
、
責
任
の
個
別
性
と
い
う
共
犯
従
属
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

一
般
原
則
に
よ
り
同
様
の
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
と
そ
の
象
徴
に
対
す
る
侮
辱
の
罪
（
九
〇
条
a
）
に
お
け
る
「
悪
意
」

は
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
特
別
な
一
身
的
要
素
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
正
犯
者
に
は
悪
意
が
あ
り
教
唆
者
に
は
な
か
っ
た
場
合
、
非

身
分
者
た
る
教
唆
者
の
刑
は
二
八
条
一
項
に
よ
り
軽
減
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
「
悪
意
」
の
要
素
は
他
人
に
完
全
に
は
連
帯

し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
悪
意
」
は
責
任
に
関
す
る
要
素
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
結
論
も
責
任
の
個
別
性
の
原
則
に
馴
染
む

　
　
　
　
　
（
8
）

も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
V

　
こ
れ
に
対
し
、
二
八
条
は
、
不
法
要
素
に
関
し
て
共
犯
従
属
性
の
一
般
原
則
を
徹
底
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
裁
判
官
で
な
い
者

が
裁
判
官
の
柾
法
を
教
唆
し
た
場
合
、
柾
法
罪
（
三
三
六
条
）
に
お
け
る
「
裁
判
官
」
の
要
素
は
不
法
に
関
す
る
要
素
で
あ
る
か
ら
、

不
法
の
連
帯
性
の
原
則
を
徹
底
す
る
と
、
非
身
分
者
た
る
教
唆
者
は
正
犯
と
同
じ
柾
首
罪
の
法
定
刑
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
は
ず
で
あ
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説論

る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
無
法
罪
に
お
け
る
「
裁
判
官
」
は
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
特
別
な
一
身
的
要
素
に
当
た
る
た
め
、
裁
判
官

で
な
い
者
に
は
二
八
条
一
項
に
よ
り
柾
法
罪
の
法
定
刑
を
軽
減
し
た
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
公
務
担
当
者
で
な
い

者
が
公
務
担
当
者
に
職
務
に
お
い
て
傷
害
を
行
う
よ
う
教
唆
し
た
場
合
も
、
公
務
担
当
者
で
あ
る
こ
と
は
不
法
要
素
で
あ
る
か
ら
本
来

な
ら
教
唆
者
に
も
連
帯
的
に
作
用
し
、
教
唆
者
に
は
正
犯
と
同
じ
職
務
上
の
傷
害
罪
（
三
四
〇
条
）
が
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
「
公
務
担
当
者
」
は
刑
罰
を
加
重
す
る
特
別
な
一
身
的
要
素
で
あ
る
た
め
、
公
務
担
当
者
で
な
い
者
に
は
、
二
八
条
二
項
に
よ
り
職

務
上
の
傷
害
罪
で
は
な
く
単
純
傷
害
罪
（
二
二
三
条
）
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
さ
ら
に
、
二
八
条
に
よ
る
と
、
特
別
な
一
身
的
要
素
に
お
い
て
制
限
従
属
性
説
の
考
え
方
は
妥
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、

殺
人
の
実
行
行
為
者
と
需
助
者
の
う
ち
、
実
行
行
為
者
は
、
被
害
者
の
明
示
の
真
剣
な
要
求
に
も
と
づ
い
て
殺
害
を
決
意
し
た
が
、
野

盗
者
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
正
犯
行
為
は
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
（
二
一
六
条
）
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
に

す
ぎ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
制
限
従
属
性
説
に
よ
る
と
き
に
は
、
寄
助
者
は
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
の
幕
営
犯
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
に
お
け
る
「
被
害
者
の
明
示
の
真
剣
な
要
求
を
受
け
た
こ
と
」
は
刑
罰
を
軽
減
す
る
特
別

な
一
身
的
要
素
に
当
た
る
た
め
、
実
行
行
為
者
に
は
要
求
に
よ
る
殺
人
罪
し
か
成
立
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
雪
裡
者
に
は
二
八
条
二

項
に
よ
り
謀
殺
罪
ま
た
は
故
殺
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
不
法
は
従
属
的
・
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
と
い
う
共
犯
従
属
性
の
一
般
原
則
は
、
特
別
な
一
身

的
要
素
の
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
二
八
条
が
、
二
項
に
お
い
て
刑
罰
を
修
正
す
る
特
別
な
」
身
的
要
素
の
個
別

的
作
用
を
定
め
る
と
同
時
に
、
一
項
に
お
い
て
刑
罰
を
基
礎
づ
け
る
特
別
な
一
身
的
要
素
を
欠
く
共
犯
者
の
刑
の
軽
減
を
規
定
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
正
身
分
犯
で
あ
る
と
不
真
正
身
分
犯
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
身
分
犯
に
お
い
て
非
身
分
者
は

身
分
者
に
比
し
て
軽
い
刑
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
責
任
身
分
ば
か
り
で
な
く
不
法
身
分
も
全
面
的
に
は
他
人
に
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身分犯と共犯従属性（一）

連
帯
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
八
条
は
、
共
犯
従
属
性
の
一
般
原
則
を
緩
和
な
い
し
修
正
す
る
例
外
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

定
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ω
　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
特
別
な
一
身
的
要
素
が
他
人
に
連
帯
し
な
い
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
答
え
は
、
特
別
な
一
身
的
要
素
と
そ
れ
以
外
の
要
素
と
の
区
別
基
準
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ

は
、
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。

　
特
別
な
一
身
的
要
素
の
内
容
は
、
わ
が
国
の
身
分
概
念
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
刑
法
六
五
条
に
い
う
「
身
分
」
と
は

「
男
女
の
性
別
、
内
外
国
人
の
別
、
親
族
の
関
係
、
公
務
員
た
る
の
資
格
の
よ
う
な
関
係
の
み
に
限
ら
ず
、
総
て
一
定
の
犯
罪
行
為
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

関
す
る
犯
人
の
人
的
関
係
で
あ
る
特
殊
の
地
位
又
は
状
態
を
指
称
す
る
」
と
い
う
の
が
、
判
例
・
通
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
身
分

の
概
念
は
比
較
的
広
く
解
さ
れ
て
お
り
、
行
為
者
の
一
身
的
な
属
性
、
事
情
、
性
質
を
示
す
要
素
は
す
べ
て
身
分
に
含
ま
れ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
強
姦
罪
に
お
け
る
「
男
性
」
、
横
領
罪
に
お
け
る
「
他
人
の
物
の
占
有
者
」
、
背
任
罪
に
お
け
る
「
他
人
の
事
務

処
理
者
」
、
業
務
上
横
領
罪
に
お
け
る
「
業
務
者
」
、
偽
証
罪
に
お
け
る
「
証
人
」
な
ど
は
、
ど
れ
も
身
分
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
の

　
（
1
3
）

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
行
為
主
体
の
属
性
や
事
情
に
関
す
る
要
素
が
す
べ
て
特
別
な
一
身
的
要
素
に
当
た
る
と
解
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
嬰
児
殺
人
罪
（
二
一
七
条
）
の
「
非
嫡
出
子
の
母
親
」
、
妊
娠
中
絶
罪
（
二
一
八
条
三
項
）
の
「
妊
婦
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

収
賄
罪
（
三
三
二
条
）
、
利
益
供
与
罪
（
三
一
一
＝
条
）
及
び
職
務
上
の
傷
害
罪
の
「
公
務
担
当
者
」
、
柾
葺
罪
の
「
裁
判
官
、
そ
の
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

公
務
担
当
者
ま
た
は
仲
裁
人
」
、
密
猟
減
等
の
「
常
習
性
」
（
二
九
二
条
三
項
）
な
ど
は
特
別
な
一
身
的
要
素
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

し
か
し
、
強
姦
罪
（
一
七
七
条
）
及
び
露
出
症
的
行
為
の
罪
（
一
八
三
条
）
の
「
男
性
」
、
事
故
現
場
か
ら
不
法
に
離
れ
る
罪
（
一
四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

条
）
の
「
事
故
の
関
与
者
」
、
破
産
の
罪
（
二
八
三
条
）
及
び
強
制
執
行
免
脱
罪
（
二
八
八
条
）
の
「
債
務
者
」
、
質
物
の
不
法
使
用
の
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説訟膏冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

罪
（
二
九
〇
条
）
の
「
質
営
業
者
」
、
禁
制
品
に
よ
る
船
舶
の
危
害
の
罪
（
二
九
七
条
）
の
「
旅
客
、
船
員
、
船
長
」
、
道
路
交
通
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

す
る
危
害
行
為
の
罪
（
三
一
五
条
。
）
及
び
交
通
に
お
け
る
酩
酊
の
罪
（
一
一
二
六
条
）
の
「
乗
物
の
操
縦
者
」
な
ど
は
、
ど
れ
も
行
為

者
の
地
位
や
状
態
を
表
し
た
要
素
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
説
は
こ
れ
ら
を
特
別
な
一
身
的
要
素
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

に
、
宣
誓
に
よ
ら
な
い
虚
偽
供
述
の
罪
（
一
五
三
条
）
等
の
「
証
人
ま
た
は
鑑
定
人
」
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
「
保
障
人
的
地
位
」
、
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

人
の
秘
密
の
侵
害
の
罪
（
二
〇
三
条
）
の
「
医
師
、
弁
護
士
等
」
、
背
任
罪
（
二
六
六
条
）
の
「
他
人
と
の
信
託
関
係
」
な
ど
に
つ
い
て
、

多
数
説
は
特
別
な
一
身
的
要
素
に
当
た
る
と
解
し
て
い
る
も
の
の
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
V

ほ
か
、
重
婚
罪
（
一
七
一
条
）
の
「
既
婚
者
」
、
親
族
聞
の
性
交
の
罪
（
一
七
三
条
）
の
「
親
族
」
、
被
拘
禁
者
の
共
同
暴
挙
の
罪
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

二
一
条
）
の
「
被
拘
禁
者
」
、
集
団
窃
盗
罪
（
二
四
四
条
一
項
三
号
）
の
「
団
体
の
構
成
員
」
な
ど
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
特

別
な
一
身
的
要
素
に
含
め
る
べ
き
か
否
か
を
め
ぐ
り
肯
定
説
と
否
定
説
が
対
立
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
、
目
的
、
動
機
、
心
情
の
よ
う
な
一
時
的
な
心
理
状
態
も
特
別
な
一
身
的
要
素
に
含
ま
れ
う
る
と
い
う
こ
と
自

　
　
　
　
　
（
3
3
）

体
に
異
論
は
な
い
が
、
す
べ
て
の
主
観
的
要
素
が
特
別
な
一
身
的
要
素
に
当
た
る
と
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

じ
く
「
目
的
」
で
あ
っ
て
も
、
謀
殺
罪
の
「
他
の
犯
罪
行
為
を
可
能
に
し
、
ま
た
は
隠
蔽
す
る
目
的
」
は
特
別
な
一
身
的
要
素
で
あ
る

の
に
反
し
、
窃
盗
罪
（
二
四
二
条
）
及
び
強
盗
罪
（
二
四
九
条
）
の
「
領
得
の
目
的
」
や
、
恐
喝
罪
（
二
五
三
条
）
及
び
詐
欺
罪
（
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

六
三
条
）
の
「
利
得
の
目
的
」
は
特
別
な
］
身
的
要
素
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
通
説
の
立
場
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
特
別
な
一
身
的
要
素
は
、
わ
が
国
の
身
分
概
念
に
比
べ
狭
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
法
的
根
拠
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

二
八
条
の
「
特
別
な
」
と
い
う
文
言
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
収
賄
罪
に
お
け
る
公
務
担
当
者
及
び
強
姦
罪
に
お
け
る
男
性

は
、
と
も
に
行
為
主
体
の
属
性
・
事
情
に
係
る
要
素
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
両
者
は
「
一
身
的
」
要
素
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
務
担
当
者
の
み
が
特
別
な
一
身
的
要
素
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
公
務
担
当
者
は
「
特
別
な
」
一

25巻1号136



身分犯と共犯従属性（一）

身
的
要
素
で
あ
る
の
に
対
し
、
男
性
は
「
特
別
な
」
一
身
的
要
素
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
身
的
要
素
の
中
に
も
「
特
別
な
」
一
身
的
要
素
と
「
特
別
で
な
い
」
】
身
的
要
素
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
両
者
を
区
別
す
る
基
準
は
、
法
文
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
一
身
的
要
素
の
う
ち
特
別
な
一
身

的
要
素
と
そ
れ
以
外
の
要
素
を
い
か
に
区
別
す
べ
き
か
が
、
古
く
か
ら
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
述
の
ご

と
く
、
特
別
な
一
身
的
要
素
の
特
徴
は
、
共
犯
従
属
性
の
一
般
原
則
か
ら
す
る
と
連
帯
的
に
作
用
す
べ
き
場
合
に
も
他
人
へ
の
完
全
な

連
帯
的
作
用
が
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
な
「
身
的
要
素
と
そ
れ
以
外
の
要
素
と
を
い
か
に
区
別
す
る
か

の
議
論
は
、
特
別
な
一
身
的
要
素
が
他
人
に
連
帯
し
な
い
根
拠
は
何
か
を
追
求
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
特
別
な
一
身
的
要
素
と
そ
れ
以
外
の
要
素
の
区
別
基
準
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
別

な
一
身
的
要
素
が
他
人
に
及
ば
な
い
根
拠
を
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
が
何
に
求
め
て
い
る
の
か
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
す
で

に
述
べ
た
と
こ
ろ
が
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
身
的
な
責
任
要
素
が
個
別
的
に
作
用
す
る
の
は
責
任
の
個
別
性
の
原
則
か
ら
い
っ
て
当

然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
一
身
的
要
素
の
う
ち
責
任
要
素
が
原
則
と
し
て
特
別
な
一
身
的
要
素
と
な
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
と
い
っ
て

（
3
7
）

よ
い
。
つ
ま
り
、
特
別
な
一
身
的
要
素
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
実
際
上
問
題
と
な
る
の
は
、
主
と
し
て
不
法
に
関
す
る
一
身
的
要
素
の

場
合
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

注（
1
）
　
邦
訳
は
、
法
務
大
臣
宮
房
司
法
法
制
調
査
部
『
ド
イ
ツ
刑
法
典
』
法
務
資
料
四
三
九
号
〔
宮
澤
浩
一
訳
〕
（
昭
和
五
七
年
）
＝
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
2
）
　
一
四
条
一
項
は
　
特
別
な
一
身
的
要
素
を
「
特
別
な
一
身
的
属
性
、
関
係
ま
た
は
事
情
」
（
び
Φ
ω
o
巳
Φ
諾
℃
①
鵠
α
島
。
げ
Φ
国
貫
①
塁
。
プ
既
8
員
く
Φ
｝
怠
け
巳
器
Φ

　
§
α
q
ヨ
ω
薮
a
①
）
と
規
定
し
て
い
る
。
「
属
性
」
と
は
、
年
齢
、
男
女
の
別
、
妊
娠
の
状
態
の
よ
う
に
、
行
為
者
の
本
質
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
精
神
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説弘百冊

　
　
　
的
、
身
体
的
、
法
律
的
要
素
を
い
う
。
「
関
係
」
と
は
、
公
務
担
当
者
・
裁
判
官
・
軍
人
な
ど
の
資
格
、
親
族
関
係
、
他
人
と
の
委
託
関
係
の
よ
う
に
、

　
　
　
他
の
者
、
機
関
、
物
と
の
外
部
的
な
関
連
を
指
す
。
「
事
情
」
に
は
、
「
属
性
」
及
び
「
関
係
」
以
外
の
す
べ
て
の
人
的
な
要
素
が
含
ま
れ
る
。
動
機
・
心

　　

@
情
な
ど
の
主
観
的
要
素
、
営
業
性
、
常
盟
性
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
ヵ
○
ω
叶
』
9
ω
b
①
ρ
N
＄
暁
∴
b
d
O
口
ω
戸
9
ω
』
①
ρ
悼
①
P
　
国
。
臨
P
ω
時
蝕
α
q
①
ω
Φ
9
－

　
　
　
9
。
戸
ぴ
Φ
ピ
誠
ひ
q
2
閑
。
巨
ヨ
2
什
鋤
さ
H
ド
〉
魯
‘
目
O
．
ご
Φ
団
①
同
琶
α
q
し
8
♪
竃
・
。
”
臣
霞
■
巳
一
G
。
。
ま
鳥
Φ
＼
ω
。
耳
9
Φ
ミ
9
9
。
ヨ
Φ
ぴ
ω
R
㌶
ぴ
q
霧
Φ
け
N
σ
ロ
。
貫

　
　
　
囚
。
8
巨
Φ
葺
舞
耳
門
面
こ
H
り
雪
竃
G
。
”
臣
目
」
・
。
州
h
∴
早
α
昌
亀
ρ
ω
茸
駄
ぴ
q
Φ
ω
①
g
ヨ
。
『
二
言
Z
①
σ
8
ひ
q
Φ
ω
Φ
粛
ρ
軽
。
。
。
》
＝
h
r
お
㊤
メ
鷲
。
。
導
勾
匙
霞
．
昧
■

（
3
）
b
d
窪
§
目
＼
壽
げ
。
ミ
屋
汁
ω
。
戸
ω
け
邑
§
9
≧
奮
B
Φ
短
目
↓
鼻
需
喜
9
げ
し
。
．
〉
準
」
q
㊤
㎝
み
ω
ρ
謹
謹
．
一
H
』
し
・
H
扇
骨
．
ご
．
ず

　
　
　
ω
9
8
更
薯
Φ
蒔
窪
9
常
耳
σ
ロ
。
，
匹
Φ
ω
ω
q
臥
目
8
算
ρ
≧
戯
Φ
ヨ
Φ
ロ
Φ
「
6
巴
1
9
＞
琶
．
」
㊤
㊤
ρ
ω
．
①
翻
h
∴
訂
。
百
①
ミ
囚
縛
軍
ω
實
既
ひ
q
①
ω
Φ
け
N
ゴ
9

　
　
　
山
け
騨
醇
ロ
叶
興
巨
α
q
①
p
・
。
P
レ
巳
．
し
8
8
〈
。
目
吻
・
。
伊
幻
号
「
．
9
0
簿
ρ
曾
巨
島
霞
ω
ω
q
p
富
∩
9
≧
飼
Φ
睡
①
ヨ
①
Q
。
け
轟
器
量
邑
Φ
鐸
ρ
窃
．
〉
琶
‘

　
　
　
6
㊤
ρ
吻
鐸
幻
α
員
■
ご
肉
。
臥
コ
”
Q
。
q
鋤
齢
①
ω
。
自
び
g
戸
ピ
臨
℃
臥
α
q
霞
内
。
ヨ
ヨ
Φ
暮
鐸
H
H
＞
口
鴎
r
G
。
．
い
醒
Φ
歪
お
し
O
鐸
く
。
「
竃
ρ
因
α
謹
．
・
。
G
。
　

　
　
　
ω
鋤
臼
ω
。
p
Q
。
弾
け
Φ
B
器
。
。
9
Φ
「
閤
。
日
日
①
茸
費
N
ニ
ヨ
Q
。
嘗
駄
ひ
q
①
。
。
Φ
け
N
げ
g
互
≧
霞
Φ
ヨ
Φ
言
臼
↓
目
し
8
。
。
℃
＜
o
同
ゆ
・
。
ρ
力
曾
憎
』
一
Q
Q
g
g
冨
＼

　
　
　
○
。
。
冨
α
α
興
＼
9
p
B
Φ
お
卑
p
O
．
（
〉
づ
日
．
・
。
ア
＜
。
吾
①
ヨ
．
鷲
㎝
頃
．
”
甕
霞
』
・
。
一
↓
門
g
亀
ρ
難
．
蝉
■
ρ
（
》
p
目
．
・
。
）
”
く
貞
竃
9
二
号
「
め
　
薯
Φ
ω
ω
Φ
H
ρ

　
　
　
ω
け
δ
富
∩
拝
≧
蒔
①
ヨ
Φ
ぎ
①
同
↓
巴
る
刈
》
邑
．
口
8
メ
刃
α
霞
。
田
。
。
■
＜
帥
Q
「
三
雲
轟
9
＼
O
α
ω
ω
Φ
〈
N
§
あ
霞
昧
話
。
ぼ
”
〉
＝
ぴ
q
①
巨
Φ
ぎ
興
↓
Φ
嘗
↓
Φ
障
－

　
　
　
訂
巳
b
。
℃
刈
．
〉
鼠
H
。
口
O
・
Q
P
ゆ
鐸
”
亀
旨
唇
8
出
｛
．

（
4
）
｝
①
ω
9
①
。
更
芝
①
戯
。
豆
鋤
．
p
O
．
（
〉
コ
5
。
。
）
あ
■
①
①
O
出
．
　
訂
。
ざ
9
疎
影
r
鋤
』
■
○
．
（
諺
昌
琴
・
。
）
Ψ
㈲
・
。
P
窓
霞
』
一
等
。
×
凶
p
p
p
O
．
（
諺
コ
巨
．
鐸

　
　
　
竃
P
臣
霞
．
ご
ω
鋤
霧
β
p
蝉
．
O
．
（
＞
5
日
．
ω
）
曽
貿
P
臣
舞
H
珍
9
g
冨
＼
ω
。
耳
＆
①
ミ
9
鋤
ヨ
Φ
が
p
鋤
b
．
（
〉
昌
5
N
Y
竃
㊤
鴇
頃
年
．
H
．

（
5
）
霊
α
Φ
霧
Φ
P
N
。
B
曽
轟
願
σ
q
謹
言
匹
霞
↓
Φ
量
目
目
ρ
お
①
国
Q
。
」
H
記
h
∴
ζ
2
Φ
び
日
p
。
け
σ
①
α
q
厳
臨
二
巳
↓
Φ
ぎ
9
B
①
a
①
穿
戸
O
》
ド
ミ
P
ω
』
㎝
・
。

　
　
　
団
｛
∴
Q
。
鎚
曽
N
霞
甲
。
三
窪
讐
一
嘗
α
Φ
ω
肖
①
旨
9
ヨ
①
a
①
＝
犀
畠
．
、
”
N
伜
白
O
o
（
目
O
刈
。
。
）
あ
■
露
潔
h
．
一
ω
9
巳
霧
雲
ω
。
ぴ
ω
回
目
ヰ
Φ
。
拝
≧
酉
匿
Φ
ぎ
吟

　
　
　
日
Φ
戸
ω
ε
臼
Φ
9
g
F
卜
。
．
〉
無
一
．
藁
㊤
。
。
ド
δ
＼
扇
｛
．

（
6
）
b
。
き
塁
巨
＼
壽
び
旦
護
叶
ω
。
互
鋤
』
．
○
■
（
〉
§
■
ω
）
』
。
。
。
｝
寄
目
’
繋
h
．
こ
Φ
ω
9
Φ
鼻
零
①
誓
昼
p
p
ρ
（
〉
§
■
。
。
と
ω
■
①
・
。
㎝
団
∴
冨
。
ぎ
Φ
「
＼

　
　
　
囚
爵
㌍
節
』
■
O
．
（
〉
⇔
ヨ
．
し
。
）
”
＜
。
「
竃
伊
臣
霞
．
。
。
一
寓
き
話
。
ミ
O
α
匂
・
ω
Φ
く
N
同
9
卑
四
．
○
．
（
》
コ
∋
．
ω
）
曽
窟
ρ
臣
弓
．
㎝
ご
9
8
導
p
p
O
．
（
》
嵩
ヨ
．
。
。
）
”
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身分犯と共犯従属性（一）

　
　
吻
N
N
菊
創
昌
円
．
O
Q
一
ω
節
日
の
o
P
卑
p
⊃
．
○
λ
＞
2
β
．
ω
）
層
ゆ
ト
o
P
菊
魁
コ
『
・
一
ら
蹴
∴
Q
り
。
げ
α
⇒
犀
Φ
＼
ω
o
げ
「
α
α
霞
＼
O
「
鋤
ヨ
Φ
ぴ
p
p
O
．
（
〉
匿
β
．
卜
⊃
）
”
＜
○
目
び
①
8
．
ゆ
ト
。
㎝
鵠
こ

　
　
菊
良
＝
目
」
ご
芝
Φ
訂
①
γ
∪
霧
U
Φ
β
け
ω
∩
げ
Φ
ω
義
脚
沖
8
げ
戸
二
．
〉
二
｛
H
‘
ら
①
P
ω
．
一
嵩
　
芝
Φ
誘
巴
ω
”
蝉
．
曽
．
ρ
（
〉
⇒
ヨ
．
Q
。
）
】
菊
◎
昌
『
．
㎝
認
．

（
7
）
菊
。
×
旦
ρ
m
．
○
．
（
〉
昌
ヨ
．
N
）
み
・
。
。
。
”
臣
9
㎝
・
。
．

（
8
）
　
も
っ
と
も
、
責
任
の
個
別
性
の
原
則
を
徹
底
す
れ
ば
、
構
成
的
責
任
身
分
を
欠
く
共
犯
者
は
不
可
罰
と
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
構
成
的
責
任
身
分
を

　
　
欠
く
共
犯
者
に
つ
い
て
単
に
二
八
条
一
項
に
よ
る
刑
の
減
軽
を
認
め
る
の
は
、
厳
密
に
い
え
ば
責
任
の
個
別
性
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

　
　
で
、
二
八
条
は
も
っ
ぱ
ら
不
法
要
素
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
責
任
要
素
に
関
す
る
規
定
で
は
な
い
と
し
て
、
構
成
的
責
任
身
分
を
欠
く
共
犯
者
は
責
任

　
　
の
個
別
性
の
原
則
を
定
め
た
二
九
条
に
よ
り
不
可
罰
に
な
る
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
国
磐
ρ
U
d
①
8
霞
σ
q
8
口
ω
叶
冨
守
鋤
時
①
訳
註
匹
も
Φ
ω
o
口
α
霞
Φ

　
　
O
興
ω
α
巳
8
げ
Φ
竃
㊤
評
ヨ
巴
①
、
げ
H
8
♪
ω
．
H
①
ご
一
節
貯
。
ぴ
。
り
】
．
ω
け
轟
ヰ
Φ
∩
ぼ
導
〉
＝
α
q
①
ヨ
①
冒
①
同
日
①
芦
ト
っ
’
〉
自
ダ
H
O
㊤
封
悼
ω
＼
切
　
』
Φ
ω
o
げ
Φ
o
犀
＼
芝
①
貫
Φ
コ
負
卑

　
　
P
O
・
（
》
5
ヨ
．
ω
￥
ω
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身分犯と共犯従属性（一）
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①
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↓
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α
昌
臼
ρ
鋤
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・
O
・
（
〉
昌
露
．
N
）
り
ゅ
b
⊃
G
。
｝
国
α
霞
．
Φ
．
否
定
説
と
し
て
、
し
U
O
霞
ω
骨
ρ
ω
．
b
。
①
ρ
b
。
①
H
h
∴
し
U
O
＝
ω
叶
．
。
。
一
ω
．

　
　
¶
ρ
日
b
O
一
じ
u
O
＝
ω
け
。
G
Q
｝
G
つ
．
N
O
μ
b
O
O
O
■
　
O
洋
ρ
p
p
O
．
（
》
昌
ヨ
．
b
の
ご
珊
ω
．
H
肉
卜
⊃
一
国
。
図
書
P
弾
．
p
O
．
（
〉
嵩
ヨ
．
b
の
）
導
吻
b
の
Q
。
闇
菊
α
昌
「
．
刈
ω
一
ω
O
ゲ
α
置
評
Φ
＼

　
　
ω
o
げ
門
α
α
①
吋
＼
国
ω
①
が
P
P
O
．
（
〉
口
b
ド
N
ど
四
白
⊃
ら
♪
幻
α
旨
け
ト
⊃
G
Q
　
〈
o
ぴ
q
δ
が
四
．
騨
○
．
（
〉
嵩
B
．
G
O
）
導
Q
D
．
卜
⊃
刈
O
Q
．

（
3
3
）
　
以
前
は
、
動
機
、
目
的
、
心
情
の
ご
と
き
一
時
的
な
心
理
状
態
が
特
別
な
一
身
的
要
素
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
学
説
上
対
立
が
見
ら
れ
た
。

　
　
そ
の
原
因
は
、
一
九
六
八
年
の
改
正
前
に
お
け
る
刑
法
の
規
定
の
仕
方
に
あ
る
。
現
行
二
八
条
に
相
当
す
る
旧
五
〇
条
は
、
「
特
別
な
」
身
的
要
素
」
に

　
　
当
た
る
文
言
と
し
て
「
特
別
な
一
身
的
属
性
ま
た
は
関
係
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
「
属
性
ま
た
は
関
係
」
と
い
う
文
言
の
文
理
解
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釈
と
し
て
、
「
特
別
な
「
身
的
属
性
ま
た
は
関
係
」
と
は
一
時
的
な
心
理
状
態
で
は
足
り
ず
、
多
少
の
継
続
性
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で

　
　
あ
っ
た
が
、
他
方
、
コ
身
的
」
と
い
う
文
言
に
着
目
し
、
主
観
的
要
素
も
行
為
者
の
一
身
に
の
み
存
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
旧
記
〇
条
を
適
用
し
て

　
　
よ
い
と
い
う
見
解
も
、
次
第
に
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
争
い
は
、
立
法
に
よ
り
解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

　
　
「
九
六
八
年
の
刑
法
「
部
改
正
に
よ
っ
て
、
旧
法
〇
条
は
従
来
の
規
定
に
「
事
情
」
の
文
言
を
付
加
し
、
「
特
別
な
～
身
的
属
性
、
関
係
ま
た
は
事
情
」

　
　
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
総
合
し
て
「
特
別
な
一
身
的
要
素
」
と
表
現
す
る
に
至
っ
た
。
立
法
者
は
、
一
時
的
な
心
理
状
態
を
含
み
う
る
「
事
情
」
の
文
言

　
　
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
主
観
的
要
素
も
特
別
な
一
身
的
要
素
と
な
り
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
現
行
二
八
条
も
、

　
　
同
様
の
規
定
の
仕
方
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
議
論
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
西
田
典
之
『
共
犯
と
身
分
』
（
昭
和
五
七
年
）
三
六
頁
以
下

　
　
に
詳
し
い
。
な
お
、
前
掲
注
（
2
）
参
照
。
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